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電気工事業の手引き ５（新規開始届－建設業許可あり） 
2026.1 

神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課 

【必要書類】（①～⑤は必須書類） 

① 電気工事業開始届出書★ 様式第１８ 

② 電気工事士免状のコピー（窓口で申請する場合は免状原本を持参） 

③ 建設業許可証のコピー 

④ 主任電気工事士に関する誓約書★ 県様式第８号 

⑤ 備付器具調書★ 県様式第 10 号 

⑥ 雇用証明書★ 県様式第９号 

建設業許可証に記載されている者（代表者）以外が主任電気工事士になる場合に必要 

⑦ 建設業許可証に記載された住所と申請者の住所が異なる場合は次の書類が必要 

 法人の場合………登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

 個人事業の場合…現住所を確認できる公的書類（運転免許証のコピー、住民票の写し等） 

⑧ 主任電気工事士等実務経験証明書★ 県様式第１１号 

第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要 

⑨ 登録電気工事業者登録証（登録電気工事業者から移行する場合に必要） 

⑩ 返信用封筒（郵便番号・住所・氏名又は名称を記入。A4 判の紙を折らずにいれられる角２相当の

もの。郵送代＋簡易書留代 350 円分の切手を貼付。レターパックプラスでも可。） 
「電気工事業開始届受理書」を郵送により受け取る場合に必要 

 

【窓口】 

会社や営業所等の所在市町村 窓口 〒 住所 電話 

横浜市・川崎市・横須賀市・鎌

倉市・逗子市・三浦市・葉山町 
消防保安課 

231-

8588 

横浜市中区日本大

通１ 
045-210-3475 

相模原市・厚木市・大和市・海

老名市・座間市・綾瀬市・愛川

町・清川村 

県央地域県政総合セ

ンター 環境部 環境保

全課 

243-

0004 
厚木市水引 2-3-1 

046-224-1111

（代表） 

平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦

野市・伊勢原市・寒川町・大磯

町・二宮町 

湘南地域県政総合セ

ンター 環境部 環境保

全課 

254-

0054 
平塚市中里 50-1 

0463-45-3150

（代表） 

小田原市・南足柄市・中井町・

大井町・松田町・山北町・開成

町・箱根町・真鶴町・湯河原町 

県西地域県政総合セ

ンター 環境部 環境保

全課 

250-

0042 
小田原市荻窪 350-1 

0465-32-8000

（代表） 

この手引きは、建設業許可を受けた法人または個人事業者が電気工事業を始める手続きに

ついて説明しています。会社やご自宅、営業所が神奈川県内にある場合は、下記の必要書

類を神奈川県の窓口に提出してください。 

開始届が受理され、手続きが完了すると「電気工事業開始届受理書」が交付されます。「電

気工事業開始届受理書」は建設業許可の更新をしている間は有効で、届出受理番号も変わ

りません。再交付はできませんので、大切に保管してください。 

検索 神奈川県 電気工事業 

★の様式は県のホームページからダウンロードできます 
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必要書類 

建設業許可証 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業許可証に記載された、所在地、会

社名、代表者の氏名を記載します。 
※建設業許可証と登記簿の住所が異なる場合は登記

簿住所を記載の上、登記簿謄本を提出してください。

個人事業で建設業許可証と現住所が異なる場合は、

現住所を記載の上、住民票の写し等を提出してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「電気工事の種類」についての注意★ 

第二種電気工事士免状しか持っていない電気工事業者

が自家用電気工作物の電気工事を請け負う場合は、第

一種電気工事士のいる電気工事業者に依頼する必要が

あります。 

なお、認定電気工事従事者認定証を取得している場合

は、自家用電気工作物の内 600V 以下で使用する電気工

作物の工事を行うことができます。 

 

 

※行政書士が申請を行なう場合は余白部分に、会社名、行政書士名、書類の送付先住所、TEL 等を記載願

います。 

 

① 電気工事業開始届出書（様式第 18） 

登録電気工事業者だった場合は最

初の登録日を、建設業許可に伴って

電気工事業を始めた場合には建設

業許可年月日以降で電気工事業を

開始した日付を記載します。 

「主任電気工事等の氏名」「主任電気工事

士免状の種類及び交付番号」の欄は、主任

電気工事士の氏名を記載し、免状の種類

に○をつけて、交付番号を記載します。 

営業所の名称は、会社名とは別に営業所

名があればその名称を記載し、なければ

「同上」と記載してください。個人事業の場

合は屋号を記載してください。 

営業所の住所を記載

します。通常は建設業

許可証に記載された

住所です。 

電気工事の種類は、請け負

う電気工事の種類のすべて

に○をつけます。 

日中連絡が付く携帯

電話番号等を記載 
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主任電気工事士の電気工事士免状を A4 サイズの紙にコピーしたも

のをご用意ください。なお、窓口で手続きをする場合には、免状原本

もご持参ください。 

 

 

第一種電気工事士免状の場合は、5 年ごとの定期講習を受講してい

るか確認しますので、「講習受講記録」の部分（直近日付のページ）も

コピーしてください。 

 

 

 

A4 の紙に、建設業許可証をコピーして提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業所が複数ある場合は、営業所ごとに提出が必要

です。 

また、主任電気工事士が申請者本人でない場合、雇

用関係のある者でなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任電気工事士が在籍している

営業所の名称を記載します。 

② 電気工事士免状のコピー 

③ 建設業許可証のコピー 

④ 主任電気工事士に関する誓約書（県様式第８号） 

〒 -

神奈川県横浜市中区
 日本大通1

（株）神奈川電気

神奈川　小太郎　様

神奈川県知事 黒　岩　祐　治

一般建設業の許可について（通知）

記

神奈川県知事 　許可（般－29）　第　99999　号

電気工事業

し ま す 。

平成29年8月10日

建設業の種類

許可の有効期間

許 可 番 号

平 成 29 年 8 月 10 日 か ら 平成 34年 8月 9日 まで

建設業第XXXXX号231 8588

建設業法第３条第１項の規定により、下記のとおり許可したので、通知

平 成 29 年 ６ 月 00 日 付 け で 申 請 の あ っ た 一 般 建 設 業 に つ い て は 、

神奈川県　第　　　99999　号

第一種電気工事士免状

氏名　　川崎　次郎

生年月日

平成12年2月〇日交付

神奈川県知事

講習実施者認印

17年2月5日 神　奈　川

昭和45年２月〇日

22年2月1日 神　奈　川

27年2月1日 神　奈　川

講　習　受　講　記　録

講習年月日 受　講　場　所

神奈川県

知事印

所在地、会社名、代表者氏名

を記載します。 

個人事業の場合は、現住所と

氏名を記載します。 

講習受講記録のページ 

「主任電気工事士等の氏名」「主任電気工事士免

状の種類及び交付番号」の欄は、主任電気工事

士の氏名、免状の種類と交付番号を記載します。 
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日付は、書類を作成した日付を記載し、営業所ごと

に 1 枚作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この様式は、建設業許可証に記載された者以外

が主任電気工事士になる場合に提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑥ 雇用証明書（県様式第９号） 

雇用している主任電気工事士の「氏

名」「住所」「生年月日」を記載し、雇

用した年月日を記載します。 

所在地、会社名、代表者の氏

名等を記載します。 

個人事業の場合は、現住所と

氏名を記載します。 

⑤ 備付器具調書（県様式第 10号） 

法人で営業所名が会社名と同様であ

れば会社名を記入し、個人事業の場

合は屋号を記入します。 

電気工事の種類が「一般用電気工

作物等」の場合は①～③のみを記入

します。 

その他は①～⑦まで記入します。 

レンタルやリースの場合は、契約

している会社名を記入します。 
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建設業許可証に記載された住所と、申請者の住所が異なる場合に提出します。 

法人の場合は、会社の登記事項証明書として「履歴事項全部証明書」を法務局で取得して、提出し

てください。 

個人事業の場合は、現住所を確認できる公的書類（官公署等から発行（発給）された書類で、氏名、住

所及び生年月日を証するもの）を提出してください。代表的なものとしては、運転免許証のコピー、住民

票の写し（発行日から 6 か月以内のものに限る）、マイナンバーカードのコピーがあります。住民票の写

し以外は、Ａ４の紙にコピーして提出してください。 

なお、登記事項証明書や住民票の写しは、コピーしたものでも提出可能です。その場合、すべてのペ

ージをコピーしてください。また、発行日（証明日）から 6 か月以内の書類である必要があります。 

 

この証明書は、第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要です。 

証明は、主任電気工事士になる者が以前働いていた登録等電気工事業者が行います。今回「電気工

事業開始届出書」を提出する申請者が作成する書類ではありません。 

実務経験証明書の書き方については、「実務経験証明書作成の手引き」をご覧ください。 

なお、登録電気工事業者が電気工事業開始届出書を提出する場合で、主任電気工事士に変更がな

い場合は、提出の必要はありません。 

 

登録電気工事業者から移行する場合に提出し

ます。 

建設業許可を取る以前から電気工事業者とし

て登録していた場合は、お手元にある「登録電

気工事業者登録証」を提出してください。 

 

⑧ 主任電気工事士等実務経験証明書（県様式第 11号） 

⑨ 登録電気工事業者登録証 

⑦ 登記事項証明書 ※法人の場合 

  現住所を確認できる公的書類 ※個人事業の場合 


